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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機物を含む排水を貯留する排水貯留槽と、
　排水をオゾン処理することにより排水に含まれる有機物を低分子化するオゾン処理装置
と、
　前記排水貯留槽に貯留された排水を前記オゾン処理装置に送水するとともに、前記オゾ
ン処理された排水を前記排水貯留槽に環流させる排水環流機構と、
　前記オゾン処理された排水を含み且つ前記排水貯留槽から送水された排水に、好気性微
生物を接触させて、排水に含まれる有機物を減少させる生物処理槽と、を備え、
　前記オゾン処理装置は、オゾンガスを噴出させるノズルを備える円筒形容器を有し、
　前記排水環流機構は、
　　前記排水貯留槽と前記オゾン処理装置との間に備えられ、前記排水貯留槽に貯留され
た排水を前記オゾン処理装置に送水させるためのオゾン処理送水管と、
　　前記排水貯留槽と前記オゾン処理装置との間に備えられ、前記オゾン処理された排水
を前記排水貯留槽に環流させるためのオゾン処理環流管と、
　　前記排水貯留槽に貯留された排水を前記オゾン処理装置に送水するオゾン処理送水ポ
ンプと、を備え、
　前記ノズルは、前記円筒形容器の底面の略中央部から上向きに突出するように配置され
、
　前記オゾン処理環流管の前記円筒形容器の接続口の下端が、前記ノズルの噴出口から所
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定高さに位置し、
　前記円筒形容器の底面の内径に対する前記所定高さの比が、０．３～１．０の範囲であ
る、
　ことを特徴とする排水処理システム。
【請求項２】
　前記排水貯留槽と前記生物処理槽との間に備えられ、排水に含まれる浮遊物又は固形物
を分離し、浮遊物又は固形物が分離された排水を、前記排水貯留槽から前記生物処理槽に
送水する分離装置を更に有する、請求項１に記載の排水処理システム。
【請求項３】
　前記分離装置において分離された浮遊物質を前記排水貯留槽に環流するフロス環流管を
更に備える、請求項２に記載の排水処理システム。
【請求項４】
　前記分離装置は、加圧浮上装置又は凝集沈殿装置である、請求項２又は３に記載の排水
処理システム。
【請求項５】
　前記オゾン処理装置は、前記ノズルから噴出させたオゾンガスによって噴流の旋回現象
を発生させることによりオゾンガスと排水とを撹拌させる旋回噴流式オゾン処理装置であ
る、請求項１～４の何れか１項に記載の排水処理システム。
【請求項６】
　前記排水貯留槽は、
　　前記排水貯留槽に貯留された排水の有機物量を測定する計測器と、
　　前記排水貯留槽に貯留された排水の有機物量が所定の閾値以上である場合、前記排水
貯留槽に貯留された排水を前記オゾン処理装置に送水させ、排水の有機物量が所定の閾値
未満である場合、前記排水貯留槽に貯留された排水を前記生物処理槽に送水させる制御装
置とを有する、請求項１～５の何れか１項に記載の排水処理システム。
【請求項７】
　排水を沈殿物と上澄み液に分離させる沈殿槽を更に備え、
　前記沈殿槽は、沈殿槽内に沈降した沈殿物を排水貯留槽に環流させる沈殿物排出ポンプ
を備える、請求項１～６の何れか１項に記載の排水処理システム。
【請求項８】
　有機物を含む排水を排水貯留槽に貯留するステップと、
　排水環流機構が、前記排水貯留槽に貯留された排水を、オゾンガスを噴出させるノズル
を備える円筒形容器を有するオゾン処理装置に送水させるステップと、
　前記オゾン処理装置が、前記送水された排水をオゾン処理することにより排水に含まれ
る有機物を低分子化するステップと、
　前記排水環流機構が、前記オゾン処理された排水を前記排水貯留槽に環流させるステッ
プと、
　生物処理槽が、前記オゾン処理された排水を含み且つ前記排水貯留槽から送水された排
水に、好気性微生物を接触させて、排水に含まれる有機物を減少させるステップと、有し
、
　前記排水環流機構は、
　　前記排水貯留槽と前記オゾン処理装置との間に備えられ、前記排水貯留槽に貯留され
た排水を前記オゾン処理装置に送水させるためのオゾン処理送水管と、
　　前記排水貯留槽と前記オゾン処理装置との間に備えられ、前記オゾン処理された排水
を前記排水貯留槽に環流させるためのオゾン処理環流管と、
　　前記排水貯留槽に貯留された排水を前記オゾン処理装置に送水するオゾン処理送水ポ
ンプと、を備え、
　前記ノズルは、前記円筒形容器の底面の略中央部から上向きに突出するように配置され
、
　前記オゾン処理環流管の前記円筒形容器の接続口の下端が、前記ノズルの噴出口から所
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定高さに位置し、
　前記円筒形容器の底面の内径に対する前記所定高さの比が、０．３～１．０の範囲であ
る、
　ことを特徴とする排水処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オゾン処理装置を有する排水処理システム及び排水処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工場排水、生活排水、及び下水等の排水が河川又は海域に放流される際には、排水中の
生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand, BOD）、化学的酸素要求量（Chemic
al Oxygen Demand, COD）及び浮遊物質量（Suspended Solid, SS）等が所定の排水基準以
下となるように、排水処理システムによって汚濁原因となる物質が排水から除去される必
要がある。従来から、排水から汚濁原因となる物質を除去する排水処理システムとして、
凝集沈殿処理及びイオン交換処理等の物理化学処理、活性汚泥及び生物膜を用いた好気性
処理等の生物処理を採用したものが知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、好気性微生物による生物処理を行う生物処理槽と、生物処理
後の排水を沈殿物と上澄み液に分離する沈殿槽とで構成される排水処理システムが記載さ
れている。この排水処理システムの生物処理槽では、排水が、活性汚泥及びばっ気エアと
混合されて好気的に生物処理される。そして、沈殿槽では、生物処理された排水と活性汚
泥とが生物処理槽から流入し、活性汚泥が沈降分離され、上澄み液が処理水として排出さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１３１５９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の生物処理を採用した排水処理システムでは、固液分離による汚濁
物及び活性汚泥等の余剰汚泥が大量に発生し、発生した廃棄物を廃棄するコストが高額に
なるという問題が生じていた。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決すべくなされたものであり、余剰汚泥等の廃棄物の発
生を抑制し、廃棄物の廃棄コストを低減させることを可能とする排水処理システム及び排
水処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る排水処理システムは、有機物を含む排水を貯留する排水貯留槽と、排水を
オゾン処理することにより排水に含まれる有機物を低分子化するオゾン処理装置と、排水
貯留槽に貯留された排水をオゾン処理装置に送水するとともに、オゾン処理された排水を
排水貯留槽に環流させる排水環流機構と、オゾン処理された排水を含み且つ排水貯留槽か
ら送水された排水に、好気性微生物を接触させて、排水に含まれる有機物を減少させる生
物処理槽と、を備える。
【０００８】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、排水環流機構は、排水貯留槽とオゾン
処理装置との間に備えられ、排水貯留槽に貯留された排水をオゾン処理装置に送水させる
ためのオゾン処理送水管と、排水貯留槽とオゾン処理装置との間に備えられ、オゾン処理
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された排水を排水貯留槽に環流させるためのオゾン処理環流管と、排水貯留槽に貯留され
た排水をオゾン処理装置に送水するオゾン処理送水ポンプと、を備えることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、排水貯留槽と生物処理槽との間に備え
られ、排水に含まれる浮遊物又は固形物を分離し、浮遊物又は固形物が分離された排水を
、排水貯留槽から生物処理槽に送水する分離装置を更に有することが好ましい。
【００１０】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、分離装置において分離された浮遊物質
を排水貯留槽に環流するフロス環流管を更に備えることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、分離装置は、加圧浮上装置又は凝集沈
殿装置であることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、オゾン処理装置は、オゾンガスを噴出
させるノズルが配置され、ノズルから噴出させたオゾンガスによって噴流の旋回現象を発
生させることによりオゾンガスと排水とを撹拌させる旋回噴流式オゾン処理装置であるこ
とが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、オゾン処理装置は、エジェクター方式
のオゾン混合装置又はオゾン用散気装置であることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、排水貯留槽は、排水貯留槽に貯留され
た排水の有機物量を測定する計測器と、排水貯留槽に貯留された排水の有機物量が所定の
閾値以上である場合、排水貯留槽に貯留された排水をオゾン処理装置に送水させ、排水の
有機物量が所定の閾値未満である場合、排水貯留槽に貯留された排水を生物処理槽に送水
させる制御装置とを有することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る排水処理システムにおいて、排水を沈殿物と上澄み液に分離させる
沈殿槽を更に備え、沈殿槽は、沈殿槽内に沈降した沈殿物を排水貯留槽に環流させる沈殿
物排出ポンプを備えることが好ましい。
【００１６】
　本発明に係る排水処理方法は、有機物を含む排水を排水貯留槽に貯留するステップと、
排水環流機構が、排水貯留槽に貯留された排水をオゾン処理装置に送水させるステップと
、オゾン処理装置が、送水された排水をオゾン処理することにより排水に含まれる有機物
を低分子化するステップと、排水環流機構が、オゾン処理された排水を排水貯留槽に環流
させるステップと、生物処理槽が、オゾン処理された排水を含み且つ排水貯留槽から送水
された排水に、好気性微生物を接触させて、排水に含まれる有機物を減少させるステップ
と、を有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る排水処理システム及び排水処理方法は、余剰汚泥等の廃棄物の発生を抑制
し、廃棄物の廃棄コストを低減させることが可能となる。また、本発明に係る排水処理シ
ステム及び排水処理方法は、生物処理の浄化効果を向上させ、排水から汚濁原因となる物
質を十分に除去することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】排水処理システム１の概要を説明するための模式図である。
【図２】排水貯留槽２及びオゾン処理装置３による排水処理の一例を説明するための模式
図である。
【図３】生物処理槽４による排水処理の一例を説明するための模式図である。
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【図４】沈殿槽５による排水処理の一例を説明するための模式図である。
【図５】排水処理システム１による排水処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】排水処理システム１０の概要を説明するための模式図である。
【図７】分離装置９による排水処理の一例を説明するための模式図である。
【図８】排水処理システム１００の概要を説明するための模式図である。
【図９】排水処理システム１００による排水処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の様々な実施形態について説明する。ただし、本発明
の技術的範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその
均等物に及ぶ点に留意されたい。
【００２０】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態の排水処理システム１の概要を説明するための模式図である。
第１の実施形態の排水処理システム１は、工場又は家庭等の排水の発生源から排出された
排水から汚濁原因となる物質を除去する機能を有し、少なくとも排水貯留槽２、オゾン処
理装置３、生物処理槽４、及び沈殿槽５を備える。汚濁原因となる物質は、例えば、有機
性物質である。以下、有機性物質を、単に有機物と称する場合がある。
【００２１】
　排水貯留槽２は、例えば、流量調整槽であり、排水発生源から流入した排水を貯留し、
後処理を行うオゾン処理装置３及び生物処理槽４に送水する機能を有するとともに、オゾ
ン処理装置３から環流した排水を貯留する機能を有する。なお、排水発生源から流入する
排水は、最初に原水槽（図示せず）に貯留され、次に原水槽から排水貯留槽２に送水され
るようにしてもよい。
【００２２】
　また、排水貯留槽２は、オゾン処理送水ポンプ２１及び生物処理送水ポンプ２２を備え
る。オゾン処理送水ポンプ２１は、排水貯留槽２に貯留された排水を、オゾン処理装置３
に送水する。生物処理送水ポンプ２２は、排水貯留槽２に貯留された排水が、オゾン処理
装置３に送水されてから所定時間が経過した場合、排水貯留槽２に貯留された排水を生物
処理槽４に送水する。
【００２３】
　オゾン処理装置３は、排水貯留槽２から送水された排水をオゾンガスと混合させ、オゾ
ン処理を行うとともに、オゾン処理後の排水を排水貯留槽２に環流する。オゾン処理装置
３は、オゾン処理装置３内に送水された排水にオゾンガスを噴出することで、排水に含ま
れる有機物をオゾンガスと反応させて分解する。特に、排水に含まれる難分解性の高分子
がオゾンガスと反応することにより低分子化されるため、後段の生物処理において好気性
微生物が汚濁物質に吸着できる量が多くなり、汚濁物質の除去効率が増加する。また、有
機物とオゾンガスとが反応することにより、排水中の溶存酸素量が増大するため、後段の
生物処理における活性汚泥の働きを良くすることができる。オゾン処理装置３は、例えば
、特許４１９５７８２号公報に記載されている攪拌装置を使用して、いわゆる旋回噴流式
オゾン処理を行う。以下、旋回噴流式オゾン処理を行う装置を、旋回噴流式オゾン処理装
置と称する場合がある。また、オゾン処理装置３として、公知のオゾンミキサー等が用い
られてもよい。なお、オゾン処理装置３として、上述した旋回噴流式オゾン処理装置及び
オゾンミキサーに限らず、排水とオゾンを混合させるものであれば、どのような装置が用
いられてもよい。
【００２４】
　生物処理槽４は、排水貯留槽２から送水された排水を活性汚泥によって生物処理する。
活性汚泥は、排水に含まれる有機物を酸化分解する好気性微生物の泥状の集合体であり、
好気性微生物は、細菌類（バクテリア）、原生動物、及び後生動物細菌等である。生物処
理槽４では、好気性微生物が、排水貯留槽２から送水され且つ有機物を含む排水中の汚濁
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物質に吸着し、酸素を消費することにより、有機物を酸化分解又は吸収分離し、有機物を
含む排水を浄化する。生物処理槽４によって浄化された排水は、沈殿槽５に流入する。ま
た、生物処理槽４において、排水貯留槽２から送水された排水は生物膜法によって生物処
理されてもよい。生物膜法では、好気性微生物が付着された生物膜ろ材が、生物処理槽４
内に設置され、生物膜ろ材に付着された好気性微生物が排水中の有機物を含む汚濁物質に
接触することで、有機物が酸化分解又は吸収分離され、有機物を含む排水が浄化される。
なお、生物処理槽４における生物処理では、上述した活性汚泥法及び生物膜法に限らず、
散水ろ床法、及び回転板接触法等の好気性微生物を排水中の有機物に接触させる方法であ
れば、どのような方法が用いられてもよい。
【００２５】
　沈殿槽５において、生物処理槽４から流入した排水が沈殿物と上澄み液に沈降分離する
。沈殿物は、生物処理槽４から流入した排水中の活性汚泥や汚濁物であり、水との比重の
差により沈降する。そして、生物処理槽４から排水を流入させてから所定時間経過後に、
沈降分離した上澄み液が、沈殿槽５から処理済排水として、工業団地等の汚水処理施設、
集合住宅等のコミュニティプラント、下水道、河川又は海域等に放流される。
【００２６】
　以上、排水処理システム１は、排水発生源から流入した排水を生物処理槽４において生
物処理する前にオゾン処理装置３によって排水に含まれる有機物を低分子化することがで
きるため、生物処理の浄化効果を向上させることが可能となる。したがって、排水処理シ
ステム１は、排水から汚泥原因となる物質を十分に除去させることが可能となる。また、
排水処理システム１は、汚泥の廃棄量を減少させることができるため、産業廃棄物処理量
が減り、廃棄物の廃棄コストを低減させることが可能となる。
【００２７】
　図２は、排水貯留槽２及びオゾン処理装置３による排水処理の一例を説明するための模
式図である。
【００２８】
　排水貯留槽２は、排水発生源から貯留槽流入管６０を通して流入した排水を排水貯留槽
２内に貯留する。オゾン処理送水ポンプ２１は、排水貯留槽２に貯留された排水を、オゾ
ン処理送水管６１を通してオゾン処理装置３に送水する。
【００２９】
　オゾン処理装置３は、排水貯留槽２から送水された排水をオゾンガスと混合させ、オゾ
ン処理を行う。まず、図示しないオゾン発生装置によって、オゾン処理装置３内に供給す
るオゾンガスが発生する。オゾン発生装置は、例えば、エアコンプレッサにより空気を圧
縮し、ＰＳＡ（Pressure Swing Adsorption）方式により圧縮空気から濃縮酸素ガスを生
成し、さらに放電ユニットなどを用いて高電圧をかけることにより濃縮酸素ガスからオゾ
ンガスを発生させる。
【００３０】
　図２に示すように、オゾン処理装置３は、処理対象の排水を貯留する円筒形容器３１と
、円筒形容器３１の底面から上向きに突出するように配置されたオゾンガスのオゾン噴出
ノズル３２と有する。円筒形容器３１の内径をＤとし、排水の液面からオゾン噴出ノズル
３２のオゾン噴出口３３の先端までの深さをＨ１とする。円筒形容器３１内の液面の高さ
が一定に保たれるように、排水貯留槽２に貯留される排水がオゾン処理送水管６１を通っ
て適宜送水される。
【００３１】
　特許４１９５７８２号公報に記載されているように、円筒形容器３１の内径Ｄに対する
オゾン噴出口３３の深さＨ１の比（Ｈ１／Ｄ）が、約０．３～約１．０の範囲内にあり、
流量が一定の条件を満たす気体をオゾン噴出口３３から噴出させると、図２に示すように
、円筒形容器３１内の排水が例えば矢印Ａの方向に旋回する。ここで、一定の条件とは、
噴出させる気体の流量Ｑが、ρＱ２／（σＤ３）＝１０－５を満たす流量以上であり、且
つ気泡が液面を吹き抜けない流量以下というものである。ただし、ρは排水の密度、σは
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排水の表面張力である。そして、オゾン噴出口３３の上方の排水が矢印Ａ方向に旋回する
と、角運動量保存則により、オゾン噴出口３３の下方の排水は、逆向きの矢印Ｂ方向に旋
回する。
【００３２】
　このように、オゾン処理装置３では、オゾンガスを噴出させることで、噴流の旋回現象
が生じる。それに伴い、オゾン処理装置３では、プロペラなどの機械的な駆動源を用いな
くても、円筒形容器３１内の排水が攪拌される。オゾン処理装置３では、こうして円筒形
容器３１内の排水を攪拌し、オゾンガスを微細な気泡として排水中に分散させることによ
り、円筒形容器３１の底面からオゾンガスを単純に注入する方法に比べて効率的にオゾン
と排水を反応させる。すると、オゾンの強力な酸化力により、排水中の油分等の高分子有
機物が低分子化される。なお、オゾン発生装置からのオゾンガスの噴出及び噴出時間は、
排水中の有機物量が所定の閾値以下となるように、図示しないオゾン制御部により制御さ
れる。有機物量は、ＴＯＣ（Total Organic Carbon）及びＣＯＤ等である。
【００３３】
　このように、オゾンガスを噴出させることで旋回噴流を生じさせて、オゾンガスと排水
とを反応させる旋回噴流式オゾン処理によれば、後段の生物処理において好気性微生物が
汚濁物質に吸着できる量が多くなり、汚濁物質の除去効率を増加させることが可能になる
。
【００３４】
　また、旋回噴流式オゾン処理には、油分等の高分子有機物を低分子化する効果に加えて
、汚泥の発生が少ないことや、優れた脱臭・脱色効果があることなど、様々な利点がある
。
【００３５】
　なお、排水処理システム１において、オゾンガスと排水とを反応させる処理として旋回
噴流式オゾン処理について説明したが、エジェクター方式のオゾン混合装置又はオゾン用
散気装置等によって、オゾンガスを排水に溶解させるようにしてもよい。例えば、エジェ
クター方式のオゾン混合装置は、排水を縮流として噴出させる際に生じる負圧による真空
作用を利用してオゾンガスを吸入し、排水中にオゾンガスを気泡として噴出することによ
り、オゾンガスと排水とを混合する装置である。
【００３６】
　図２に示すとおり、排水貯留槽２とオゾン処理装置３とは、オーバーフロー管６２を介
して接続されている。すなわち、オゾン処理装置３内（円筒形容器３１内）の排水の水位
が、円筒形容器３１におけるオーバーフロー管６２の接続口の下端位置の高さ（Ｈ２）以
上に上昇した場合、当該接続位置以上の排水が、排水貯留槽２に環流する。したがって、
オゾン処理送水ポンプ２１によって、排水貯留槽２内の排水がオゾン処理送水管６１を通
ってオゾン処理装置３に送水されるとともに、オゾン処理装置３が、送水された排水をオ
ゾン処理し、オゾン処理後の排水が、オーバーフロー管６２を通って排水貯留槽２に環流
し、排水貯留槽２内の排水とオゾン処理後の排水が混合し、排水貯留槽２内の混合した排
水がオゾン処理装置３に送水される。
【００３７】
　このように、オゾン処理送水ポンプ２１、オゾン処理送水管６１及びオーバーフロー管
６２によって、排水貯留槽２の排水及びオゾン処理装置３の排水が循環する。そして、所
定時間、排水が循環した後に、排水貯留槽２内の排水が生物処理送水ポンプ２２によって
貯留槽流出管６３を通って送水される。オーバーフロー管６２は、オゾン処理環流管の一
例であり、オゾン処理送水ポンプ２１、オゾン処理送水管６１、及びオーバーフロー管６
２は、排水環流機構７の一例である。
【００３８】
　なお、オゾン処理送水ポンプ２１を、排水貯留槽２内ではなく、排水貯留槽２とオゾン
処理装置３との間、又は、オゾン処理装置３内に備えるようにしてもよい。また、オゾン
処理送水ポンプ２１の代わりに、オゾン処理環流ポンプ（図示せず）を、排水貯留槽２内
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、排水貯留槽２とオゾン処理装置３との間、又は、オゾン処理装置３に備えるようにして
もよい。この場合、オーバーフロー管６２にオゾン処理環流ポンプが接続される。また、
オゾン処理送水ポンプ２１とオゾン処理環流ポンプとを同時に用いてもよい。
【００３９】
　また、生物処理送水ポンプ２２を、排水貯留槽２外に設けてもよい。また、オゾン処理
送水ポンプ２１及び生物処理送水ポンプ２２を、１台の排出ポンプとしてもよい。この場
合、オゾン処理送水管６１及び貯留槽流出管６３のそれぞれに弁を設ける。排水をオゾン
処理装置３に送水する際には、オゾン処理送水管６１の弁を開けるとともに貯留槽流出管
６３の弁を閉じる。排水を生物処理槽４に送水する際には、貯留槽流出管６３の弁を開け
るとともにオゾン処理送水管６１の弁を閉じる。なお、１台の排出ポンプとオゾン処理送
水管６１及び貯留槽流出管６３との間に三方弁を設けてもよい。
【００４０】
　以上のとおり、排水貯留槽２から送水された排水がオゾン処理装置３によって効率的に
オゾンと反応され、オゾン処理後の排水が、排水貯留槽２に環流するとともにオゾン処理
装置３に送水されることが繰り返される。このように、オゾン処理を専用に行うオゾン処
理装置３が用いられることにより、排水貯留槽２内の排水にオゾンガスを単純に注入する
方法に比べて、排水中の油分等の高分子有機物が高効率で低分子化される。
【００４１】
　図３は、生物処理槽４による排水処理の一例を説明するための模式図である。
【００４２】
　生物処理槽４は、活性汚泥を有するとともに空気配管４２を備える。空気配管４２は、
空気を供給するブロワ４１と接続する。生物処理槽４内には、排水貯留槽２内の排水が貯
留槽流出管６３を通って送水される。なお、排水貯留槽２内の排水は、オゾン処理によっ
て低分子化された有機物を含む。
【００４３】
　空気配管４２は、ブロワ４１から送気されてくる空気を、有機物を含む排水中に噴出す
るための小径の空気噴出口４３を複数有する。空気配管４２の空気噴出口４３から空気が
生物処理槽４内に噴出されると、活性汚泥に含まれる好気性微生物がばっ気され、有機物
を含む排水に含まれる汚濁物質が生物分解（酸化分解又は吸収分離）され、有機物を含む
排水が浄化される。そして、生物処理槽４によって浄化された排水は、沈殿槽流入管６４
を通って沈殿槽５に流入する。なお、空気配管４２は、生物処理槽４の底部に配置される
ため、空気噴出口４３から噴出された空気によって、排水と活性汚泥とが撹拌され、好気
性微生物が汚濁物質に吸着する効率が向上する。
【００４４】
　図４は、沈殿槽５による排水処理の一例を説明するための模式図である。
【００４５】
　沈殿槽５は、沈殿物排出ポンプ５１及び沈殿物環流管６６を備える。沈殿槽５では、沈
殿槽流入管６４を通って生物処理槽４から流入した排水が沈殿物と上澄み液に沈降分離す
る。次に、生物処理槽４から排水を流入させてから所定時間経過後に、沈殿物排出ポンプ
５１は、沈殿槽５内の沈降した沈殿物を沈殿物環流管６６を通して沈殿槽５外に排出する
。なお、沈殿物排出ポンプ５１は、沈殿物を排出するために、沈殿槽５の底面から所定の
高さ以下の位置に設置される。そして、沈降分離した上澄み液が、沈殿槽５から処理済排
水排出管６５を通って処理済排水として、工業団地等の汚水処理施設、集合住宅等のコミ
ュニティプラント、下水道、河川又は海域等に放流される。なお、沈殿物排出ポンプ５１
を沈殿槽５外に設けてもよい。また、沈殿物排出ポンプ５１を設けずに、沈殿槽５の底面
から所定の高さ以下の位置に、沈殿物を排出するための排出口を設けてもよい。
【００４６】
　図５は、排水処理システム１による排水処理の一例を示すフローチャートである。
【００４７】
　まず、工場又は家庭等の排水発生源から排出された排水が排水貯留槽２に流入する（ス
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テップＳ１０１）。
【００４８】
　次に、流入した排水が排水貯留槽２に貯留される（ステップＳ１０２）。
【００４９】
　次に、排水貯留槽２に貯留されている排水を生物処理槽４に送水するか否かが判定され
る（ステップＳ１０３）。例えば、排水貯留槽２に貯留されている排水が、オゾン処理装
置３に送水されてから所定時間が経過した場合、排水貯留槽２に貯留されている排水を生
物処理槽４に送水すると判定される。なお、排水貯留槽２内に、有機物量を測定する有機
物量測定器を設け、有機物量が所定の閾値以下になったと判定された場合、排水貯留槽２
に貯留されている排水が生物処理槽４に送水されるようにしてもよい。この場合、排水貯
留槽２に貯留されている排水が生物処理槽４に送水されるか否かの判定を行うとともに、
オゾン処理送水ポンプ２１及び生物処理送水ポンプ２２の動作を制御する制御装置を設け
てもよいし、排水処理システム１の管理者が当該判定及びポンプの動作制御を行ってもよ
い。
【００５０】
　次に、排水貯留槽２に貯留されている排水を生物処理槽４に送水すると判定された場合
（ステップＳ１０３－Ｙｅｓ）、ステップＳ１０６に処理を進める。また、排水貯留槽２
に貯留されている排水を生物処理槽４に送水しないと判定された場合（ステップＳ１０３
－Ｎｏ）、排水貯留槽２に貯留されている排水がオゾン処理装置３に送水される（ステッ
プＳ１０４）。
【００５１】
　次に、オゾン処理装置３は、排水貯留槽２から送水された排水をオゾンガスと混合させ
、オゾン処理を行う（ステップＳ１０５）。次に、オゾン処理後の排水を排水貯留槽２に
環流させて、ステップＳ１０２に処理を戻す。
【００５２】
　次に、排水貯留槽２に貯留されている排水が生物処理槽４に送水される。（ステップＳ
１０６）。
【００５３】
　次に、生物処理槽４は、排水貯留槽２から送水された排水を活性汚泥によって生物処理
する。（ステップＳ１０７）。
【００５４】
　次に、排水貯留槽２に貯留されている排水が沈殿槽５に流入する。（ステップＳ１０８
）。
【００５５】
　次に、沈殿槽５において、生物処理槽４から流入した排水が沈殿物と上澄み液に沈降分
離する（ステップＳ１０９）。そして、生物処理槽４から排水を流入させてから所定時間
経過後に、沈降分離した上澄み液が、沈殿槽５から処理済排水として、工業団地等の汚水
処理施設、集合住宅等のコミュニティプラント、下水道、河川又は海域等に放流されて、
一連のステップを終了する。
【００５６】
　なお、排水貯留槽２とオゾン処理装置３とを、オーバーフロー管６２を介して接続する
ように構成したが、オゾン処理装置３と生物処理槽４とをオーバーフロー管（図示せず）
を介して接続するようしてもよい。
【００５７】
　以上、説明したように、第１の実施形態の排水処理システム１は、生物処理槽４におい
て排水を生物処理する前にオゾン処理装置３によって排水に含まれる有機物が低分子化さ
れるため、生物処理槽４における生物処理の浄化効果を向上させることができる。
【００５８】
　（第２の実施形態）
　図６は、第２の実施形態の排水処理システム１０の概要を説明するための模式図である
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。図６において、図１に示す排水処理システム１と同じ構成については同じ符号を付し、
その説明を省略する。第２の実施形態の排水処理システム１０は、図１に示した排水貯留
槽２、オゾン処理装置３、生物処理槽４、及び沈殿槽５に加えて、更に、計量槽８及び分
離装置９を備える。
【００５９】
　排水貯留槽２は、オゾン処理送水ポンプ２１及び分離装置排出ポンプ２３を備える。オ
ゾン処理送水ポンプ２１は、排水貯留槽２に貯留された排水を、オゾン処理装置３に送水
する。分離装置排出ポンプ２３は、排水貯留槽２に貯留された排水を、計量槽８を経由し
て分離装置９に送水する。
【００６０】
　計量槽８は、排水貯留槽２から送水された排水を流量調整する機能を有する。計量槽８
の内部に１又は複数の堰板８１が設けられることにより、計量槽８の内部が複数の部屋に
区画される。計量槽８の内部の各部屋において、排水の水面が堰板８１の高さ以上になる
と次の部屋へ排水が流入することにより、排水が流量調整されて分離装置９に流入する。
なお、計量槽８に代えて、インバータ制御方式の流量調整ポンプを備えてもよい。流量調
整ポンプは、ポンプの電動機の回転速度をインバータ駆動によって制御することにより、
流量調整ポンプの流量能力を制御する。
【００６１】
　分離装置９は、加圧浮上装置又は凝集沈殿装置等であり、排水に含まれる浮遊物及び固
形物等の浮遊物質を排水から分離する機能を有する。そして、分離装置９によって浮遊物
質が分離された排水が、生物処理槽４に流入する。このように、排水処理システム１０が
分離装置９を備えることにより、分離装置９が排水から浮遊物質を除去するため、後段の
生物処理槽４における排水の生物処理の浄化効果が向上する。
【００６２】
　図７は、分離装置９による排水処理の一例を説明するための模式図である。
【００６３】
　図７に示す分離装置９は、加圧浮上装置の一例である。計量槽８から流入された排水の
一部を加圧ポンプ（図示せず）により加圧タンク（図示せず）に圧送し、タンク内で空気
を溶解させた加圧排水を生成する。次に、加圧排水が加圧排水吐出口９１から浮上槽９２
に吐出されると、加圧排水の吐出によって超微細気泡が発生する。
【００６４】
　次に、発生した超微細気泡が排水に含まれる油分及び浮遊物質に付着して、浮上槽９２
の上面に浮上する。浮上した超微細気泡並びに油分及び浮遊物質はスキマー９３により掻
き取られ、フロス収集部９４に収集される。また、分離装置９によって油分及び浮遊物質
が分離及び除去された排水は、生物処理槽流入管９５を通って生物処理槽４に流出する。
なお、加圧浮上装置に替えて、加圧浮上槽により排水に含まれる油分及び浮遊物質を浮上
させて、排水に含まれる浮遊物及び固形物等の浮遊物質を排水から分離してもよい。
【００６５】
　以上で説明したとおり、分離装置９によって、排水から油分及び浮遊物質が除去される
ため、難分解性の高分子の量が減少される。そのため、後段の工程の生物処理槽４におい
て、生物処理可能な低分子の汚濁物質に好気性微生物が吸着できる量が多くなり、汚濁物
質の除去効率が増加する。また、オゾン処理装置３によって排水に含まれる有機物が低分
子化されているため、分離装置９において浮上する浮遊物質量が増大し、浮遊物質の除去
効率が向上する。
【００６６】
　また、フロス収集部９４に収集された油分及び浮遊物質は、フロス環流ポンプ（図示せ
ず）等によってフロス環流管（図示せず）を通って排水貯留槽２に環流され、再び排水処
理される。これにより、油分及び浮遊物質等の廃棄量を減少させることができるため、産
業廃棄物処理量が減り、廃棄物の廃棄コストを低減させることが可能となる。
【００６７】
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　（第３の実施形態）
　図８は、第３の実施形態の排水処理システム１００の概要を説明するための模式図であ
る。図８において、図１に示す排水処理システム１と同じ構成については同じ符号を付し
、その説明を省略する。図９は、排水処理システム１００による排水処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【００６８】
　沈殿槽５は、沈殿物排出ポンプ５１及び沈殿物環流管６６を備えるとともに、上澄み液
環流ポンプ５２及び上澄み液排出管６７を備える。
【００６９】
　沈殿物排出ポンプ５１は、沈殿槽５内に沈降した沈殿物を、沈殿物環流管６６を通して
排水貯留槽２に環流させ（Ｓ２０１）、再び排水処理させる。これにより、活性汚泥や汚
濁物等の廃棄量が減少することにより、廃棄物の廃棄コストを低減させることが可能とな
る。
【００７０】
　上澄み液環流ポンプ５２は、沈殿槽５内の上澄み液を上澄み液排出管６７を通して排水
貯留槽２に排出する（Ｓ２０２）。なお、上澄み液環流ポンプ５２は、上澄み液を排出す
るため、沈殿槽５の底面から所定の高さ以上の位置に設置される。また、上澄み液環流ポ
ンプ５２が設置された位置と同じ高さの位置に、上澄み液の有機物量を測定する有機物量
計測器５３が設置される。有機物量は、ＴＯＣ及びＣＯＤ等である。
【００７１】
　上澄み液環流ポンプ５２によって排出された上澄み液は、排水分岐装置５４内の貯留部
に貯留される。次に、排水分岐装置５４の排水制御部は、有機物量計測器５３によって測
定された上澄み液の有機物量が第１の閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２０
３）。排水分岐装置５４の排水制御部は、上澄み液の有機物量が第１の閾値以上である場
合（ステップＳ２０３－Ｙｅｓ）、上澄み液を第１上澄み液環流管６８を通して排水貯留
槽２に排出する（ステップＳ２０４）。また、排水分岐装置５４の排水制御部は、上澄み
液の有機物量が第１の閾値未満である場合（ステップＳ２０３－Ｎｏ）、上澄み液の有機
物量が第２の閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２０５）。排水分岐装置５４
の排水制御部は、上澄み液の有機物量が第２の閾値以上である場合（ステップＳ２０５－
Ｙｅｓ）、上澄み液を第２上澄み液環流管６９を通して生物処理槽４に排出する（ステッ
プＳ２０６）。なお、第２の閾値は、第１の閾値よりも小さい値である。排水分岐装置５
４の排水制御部は、有機物量計測器５３によって測定された上澄み液の有機物量が第２の
閾値未満である場合（ステップＳ２０５－Ｎｏ）、上澄み液環流ポンプ５２による排出を
停止して、上澄み液が、沈殿槽５から処理済排水として、工業団地等の汚水処理施設、集
合住宅等のコミュニティプラント、下水道、河川又は海域等に放流されて、一連のステッ
プを終了する。
【００７２】
　これにより、上澄み液の有機物量が第１の閾値以上の場合、排水（上澄み液）を排水貯
留槽２に戻し、第１の閾値未満の場合、生物処理槽４に戻すように制御するため、排水処
理の効率が向上する。
【００７３】
　なお、上澄み液環流ポンプ５２を沈殿槽５外に設けてもよい。また、上澄み液環流ポン
プ５２を設けずに、沈殿槽５の底面から所定の高さ以上の位置に、上澄み液を排出するた
めの排出口を設けてもよい。
【００７４】
　また、有機物量計測器５３の他に、第２有機物量計測器５３１（図示せず）を、沈殿槽
５の底面に設け、第２排水分岐装置５４１（図示せず）を沈殿物環流管６６に設けてもよ
い。この場合、第２排水分岐装置５４１の第２排水制御部は、沈殿槽５内に沈降した沈殿
物の有機物量が第３の閾値以上である場合、沈殿物を、第１沈殿物環流管６８１（図示せ
ず）を通して排水貯留槽２に排出する。また、第２排水分岐装置５４１の第２排水制御部
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は、沈殿物の有機物量が第３の閾値未満である場合、沈殿物の有機物量が第４の閾値以上
であるか否かを判定する。第２排水分岐装置５４１の第２排水制御部は、沈殿物の有機物
量が第４の閾値以上である場合、沈殿物を、第２沈殿物環流管６９１（図示せず）を通し
て生物処理槽４に排出する。なお、第４の閾値は、第３の閾値よりも小さい値である。第
２排水分岐装置５４１の第２排水制御部は、第２有機物量計測器５３１によって測定され
た沈殿物の有機物量が第４の閾値未満である場合、沈殿物排出ポンプ５１による排出を停
止する。これにより、汚泥物質等の沈殿物の廃棄量を減少させることができるため、産業
廃棄物処理量が減り、廃棄物の廃棄コストを低減させることが可能となる。
【実施例】
【００７５】
　排水処理システム１のオゾン処理装置３に流入した排水に対して、オゾン処理前とオゾ
ン処理後との排水のＢＯＤ（mg/L）及びノルマルヘキサン抽出物質含有量（mg/L）を測定
した結果を表１に示す。
【表１】

【００７６】
　オゾン処理前の排水のＢＯＤは、６９０ｍｇ／Ｌであるのに対し、オゾン処理後の排水
のＢＯＬは、４７０ｍｇ／Ｌまで減少している。また、オゾン処理前の排水のノルマルヘ
キサン抽出物質含有量は、１４０ｍｇ／Ｌであるのに対し、オゾン処理後の排水のノルマ
ルヘキサン抽出物質含有量は、５０ｍｇ／Ｌまで減少している。
【００７７】
　以上説明してきたように、排水処理システム１，１０，１００は、排水を生物処理槽に
流入させる前にオゾン処理装置によって排水中の有機物を低分子化することができるため
、生物処理の浄化効果を向上させることが可能となる。したがって、排水処理システム１
，１０，１００は、排水から汚泥原因となる物質を十分に除去させることが可能となる。
【００７８】
　なお、本発明は、第１乃至第３の実施形態に限定されるものではない。例えば、排水処
理システム１，１０，１００は、沈殿槽５を備えずに、生物処理槽４によって浄化された
排水を処理済排水として、工業団地等の汚水処理施設、集合住宅等のコミュニティプラン
ト、下水道、河川又は海域等に放流してもよい。
【００７９】
　また、排水処理システム１，１０，１００は、沈殿槽５を備えずに、膜分離活性汚泥法
（Membrane Bioreactor, MBR）によって生物処理槽４内の排水を固液分離してもよい。膜
分離活性汚泥法では、生物処理槽４内に浸漬型の膜分離モジュールが備えられ、膜分離モ
ジュール内の処理水が吸引ポンプによって膜分離モジュール外に排出される。膜分離モジ
ュールは、生物処理槽４内の排水を処理水と活性汚泥とに固液分離するための膜エレメン
トを備え、膜エレメントは、例えば、中空糸膜、平膜、又はモノリス膜等で構成される。
これにより、排水処理システム１，１０，１００の設備規模が小型になり、排水処理シス
テム１，１０，１００の設置コストを低減させることが可能となる。
【００８０】
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　また、生物処理槽４内の排水の活性汚泥量（Mixed liquor suspended solid, MLSS）を
計測して、ＭＬＳＳが所定の閾値以上の場合は、当該排水を排水貯留槽２に環流させても
よい。この場合、生物処理槽４は、膜分離モジュール内の処理水を、排水処理システム１
，１０，１００外（工業団地等の汚水処理施設、集合住宅等のコミュニティプラント、下
水道、河川又は海域等）に排出する吸引ポンプの他に、生物処理槽４内の排水を排水貯留
槽２に送水するための返送ポンプを備える。生物処理槽４内には、ＭＬＳＳ測定器が備え
られ、排水処理システム１，１０，１００は、当該ＭＬＳＳ計測器によって計測されたＭ
ＬＳＳを継時的に監視する制御装置（図示せず）を備える。制御装置は、計測されたＭＬ
ＳＳが所定の閾値以上の場合は、排水を排水貯留槽２に送水するように返送ポンプを制御
し、計測されたＭＬＳＳが所定の閾値未満の場合は、排水を排水処理システム１，１０，
１００外（工業団地等の汚水処理施設、集合住宅等のコミュニティプラント、下水道、河
川又は海域等）に排出するように吸引ポンプを制御する。これにより、生物処理槽４内の
排水中に余剰汚泥が多い場合、排水を排水貯留槽２に環流させて再び排水処理を行うこと
により、余剰汚泥等の廃棄物の発生が抑制され、廃棄物の廃棄コストを低減させることが
可能となる。なお、排水処理システム１，１０，１００の管理者が、ＭＬＳＳ計測器によ
って計測されたＭＬＳＳの監視並びに吸引ポンプ及び返送ポンプの制御を行ってもよい。
また、膜分離活性汚泥法以外の生物処理を採用した場合においても、生物処理槽４内の排
水のＭＬＳＳが所定の閾値以上ならば、生物処理槽４内の排水を排水貯留槽２に環流させ
るようにしてもよい。
【００８１】
　また、排水処理システム１，１０，１００は、２槽の生物処理槽４００，４１０を設け
てもよい。なお、生物処理槽４００，４１０は、上述の生物処理槽４と同等の機能を有す
る。この場合、排水貯留槽２は、排水を、オゾン処理装置３及び第１の生物処理槽４００
のいずれか一方に送水する。また、第１の生物処理槽４００は、オゾン処理装置３に排水
を送水するとともに、オゾン処理装置３は、排水を、排水貯留槽２及び第１の生物処理槽
４００の何れか一方に環流する。さらに、第１の生物処理槽４００は、排水を第２の生物
処理槽４１０に送水し、第２の生物処理槽４１０は、排水を沈殿槽５に送水する。なお、
第１の生物処理槽４００内に、有機物量を測定する有機物量測定器と、第１の生物処理槽
４００内の排水を第２の生物処理槽４１０に送水するための生物処理槽間ポンプを設け、
有機物量が所定の閾値以下になったと判定された場合、第１の生物処理槽４００に貯留さ
れている排水が第２の生物処理槽４１０に送水されるようにしてもよい。この場合、第１
の生物処理槽４００に貯留されている排水を第２の生物処理槽４１０に送水するか否かの
判定を行うとともに、生物処理槽間ポンプの動作を制御する制御装置を設けてもよいし、
排水処理システム１，１０，１００の管理者が当該判定及び生物処理槽間ポンプの動作の
制御を行ってもよい。また、第２の生物処理槽４１０を、更に２槽以上直列に設けてもよ
い。例えば、第２の生物処理槽４１０が２槽設けられた場合、第１の生物処理槽４００に
貯留されている排水は第２の生物処理槽４１０の第１槽に送水されるようにし、第２の生
物処理槽４１０の第１槽に貯留されている排水は第２の生物処理槽４１０の第２槽に送水
されるようにし、第２の生物処理槽４１０の第２槽に貯留されている排水が沈殿槽５に送
水されるようにする。
【００８２】
　当業者は、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換、及び修正を
これに加えることが可能であることを理解されたい。
【符号の説明】
【００８３】
　１，１０，１００　　排水処理システム
　２　　排水貯留槽
　２１　　オゾン処理送水ポンプ
　２２　　生物処理送水ポンプ
　２３　　分離装置排出ポンプ
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　３　　オゾン処理装置
　３１　　円筒形容器
　３２　　オゾン噴出ノズル
　３３　　オゾン噴出口
　４　　生物処理槽
　４１　　ブロワ
　４２　　空気配管
　４３　　空気噴出口
　５　　沈殿槽
　５１　　沈殿物排出ポンプ
　５２　　上澄み液環流ポンプ
　５３　　有機物量計測器
　５４　　排水分岐装置
　６０　　貯留槽流入管
　６１　　オゾン処理送水管
　６２　　オーバーフロー管
　６３　　貯留槽流出管
　６４　　沈殿槽流入管
　６５　　処理済排水排出管
　６６　　沈殿物環流管
　６７　　上澄み液排出管
　６８　　第１上澄み液環流管
　６９　　第２上澄み液環流管
　７　　排水環流機構
　８　　計量槽
　８１　　堰板
　９　　分離装置
　９１　　加圧排水吐出口
　９２　　浮上槽
　９３　　スキマー
　９４　　フロス収集部
　９５　　生物処理槽流入管
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